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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電源として電池を利用する電子機器において、
　電池が挿脱自在に収納される電池収納部と、
　前記電池収納部に設けられた開口部の長手方向の長さよりも短い開口部を有し、記録媒
体が挿脱自在に収納される記録媒体収納部と、
　前記電池収納部に対する前記電池の挿脱方向と直交する方向の回動軸に回動可能に支持
され、前記電池収納部に収納された電池を係止する係止位置と電池の係止を解除する解除
位置との間を回動するものであって、第１のカム部が形成されるロック部材と、
　前記電池収納部に対して前記電池の挿脱方向に移動可能に支持され、前記第１のカム部
に当接する第２のカム部が形成される駆動部材と、
　前記第２のカム部が前記第１のカム部に当接する方向に前記駆動部材を付勢する付勢部
材と、を備え、
　前記電池収納部の開口部の長辺に隣接する位置にあって、前記電池収納部の開口部の長
辺方向の範囲内に、前記記録媒体収納部の開口部と前記ロック部材とを配置し、
　前記ロック部材と前記駆動部材とを前記電池の挿脱方向に並べて配置することを特徴と
する電子機器。
【請求項２】
　前記電池収納部に設けられた開口部を覆うように、開閉自在に取り付けられた電池蓋と
、



(2) JP 5404085 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

　前記電池蓋の開閉状態を検知するための検知スイッチと、をさらに備え、
　前記電池収納部の開口部の長辺に隣接する位置にあって、前記開口部の長辺方向の範囲
内に、前記記録媒体収納部の開口部と前記ロック部材と前記検知スイッチが列を成して配
置されることを特徴とする請求項１記載の電子機器。
【請求項３】
　前記電池蓋を開閉するためのヒンジ部の近傍に前記検知スイッチが配置され、前記ヒン
ジ部から離れた位置に前記ロック部材が配置されることを特徴とする請求項２記載の電子
機器。
【請求項４】
　前記電池収納部には、前記駆動部材を前記電池の挿脱方向に移動可能にガイドする長穴
と前記ロック部材の回動軸が挿通される穴が形成されるリブが形成されることを特徴とす
る請求項１乃至３のいずれか１項に記載の電子機器。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電池収納部が設けられた電子機器に関し、特に、電池収納部に収納された電
池が筐体の開口部から挿脱される方向に移動するのを係止するロック機構に関するもので
ある。
【背景技術】
【０００２】
　従来、デジタルカメラなどの携帯可能な電子機器では、電源として電池が用いられてい
る。このため、電子機器では、筐体内部に電池を収納するための電池収納装置を備えてい
る。電池収納装置には電池を挿脱可能にする電池挿脱口が形成され、該電池挿脱口には開
閉自在の電池蓋が取り付けられている。
【０００３】
　また、電池収納装置には、当該装置内に収納された電池が電池挿脱口方向に移動するの
を係止するためのロック機構を有するものがある。例えば、電池が電池収納部から挿脱さ
れる筐体の開口部から臨む電池の一面に沿って移動可能なロック部材を備えたロック機構
が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特許第４０１９７７６号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１に開示されたロック機構では、電池の一面に沿って移動
するロック部材が加わったことから、電子機器の筐体の厚み方向（前後方向）にロック部
材の移動代を確保する必要がある。そして、電池蓋を開閉自在にするヒンジ部の近傍にロ
ック機構が配置されることで必要となるスペースが増え、スペース確保の観点で、例えば
ヒンジ部周辺の電子機器の筐体角部を角張った形状にする必要がでてくる。この結果、電
子機器の薄型化や小型化が容易でなくなる。
【０００６】
　そこで、本発明の目的は、電池蓋のヒンジ部近傍のスペース及びデザイン性を確保しつ
つ、筐体の薄型化や小型化を図ることができる電子機器を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の電子機器は、電源として電池を利用する電子機器
において、電池が挿脱自在に収納される電池収納部と、前記電池収納部に設けられた開口
部の長手方向の長さよりも短い開口部を有し、記録媒体が挿脱自在に収納される記録媒体
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収納部と、前記電池収納部に対する前記電池の挿脱方向と直交する方向の回動軸に回動可
能に支持され、前記電池収納部に収納された電池を係止する係止位置と電池の係止を解除
する解除位置との間を回動するものであって、第１のカム部が形成されるロック部材と、
前記電池収納部に対して前記電池の挿脱方向に移動可能に支持され、前記第１のカム部に
当接する第２のカム部が形成される駆動部材と、前記第２のカム部が前記第１のカム部に
当接する方向に前記駆動部材を付勢する付勢部材と、を備え、前記電池収納部の開口部の
長辺に隣接する位置にあって、前記電池収納部の開口部の長辺方向の範囲内に、前記記録
媒体収納部の開口部と前記ロック部材とを配置し、前記ロック部材と前記駆動部材とを前
記電池の挿脱方向に並べて配置することを特徴とする。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、電池蓋のヒンジ部近傍のスペース及びデザイン性を確保しつつ、筐体
の薄型化や小型化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態に係る電子機器の一例であるデジタルカメラの外観を示す図で
あり、（ａ）は正面図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は斜視図である。
【図２】図１のデジタルカメラの底面部分の斜視図である。
【図３】図２の電池収納装置を含む周辺部の分解図である。
【図４】電池収納装置の概略構成を示す分解立体図である。
【図５】電池収納装置の電池ロック機構の部分断面図であり、（ａ）は電池がロック部材
で係止されている状態、（ｂ）は電池が抜かれる途中の状態、（ｃ）は電池が抜かれた後
の状態を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態を図面を参照して詳細に説明する。
【００１１】
　図１は、本発明の実施形態に係る電子機器の一例であるデジタルカメラの外観を示す図
であり、（ａ）は正面図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は斜視図である。
【００１２】
　本発明の実施形態に係る電子機器は、例えば、電源として電池を利用するデジタルカメ
ラ１である。デジタルカメラ１の正面には、撮像部２と、閃光発光を行うストロボ発光部
３が配置されている。撮像部２は、不図示の光学系レンズ、ＣＣＤ等の撮像素子、オート
フォーカス機構、ズーム機構等から成る。また、デジタルカメラ１の正面には外装カバー
としての前カバー４が取り付けられ、デジタルカメラ１の背面には後カバー５が取り付け
られている。
【００１３】
　デジタルカメラ１の上面には、図１（ｃ）に示すように、電源ボタン６と、静止画また
は動画を撮影する際に押下されるレリーズボタン７と、撮影の画角を変更するためのズー
ムレバー８が配置されている。レリーズボタン７は、不図示の爪でズームレバー８に係止
されている。
【００１４】
　デジタルカメラ１の底面には、三脚の取り付け部９と、外装の一部を形成するように開
閉自在に取り付けられた電池蓋１０とが設けられている。
【００１５】
　図２は、図１のデジタルカメラ１の底面部分の斜視図であり、電池蓋１０が取り外され
た状態を示す。
【００１６】
　電池蓋１０に覆われたデジタルカメラ１の筐体内には、電池収納部１２ａと、ロック部
材１３と、記録媒体収納部１４と、検知スイッチ１５と、電池蓋１０の開閉軸と係合する



(4) JP 5404085 B2 2014.1.29

10

20

30

40

50

略長穴形状の２つの案内孔１２ｂを有する電池収納装置１２が収容されている。
【００１７】
　電池収納部１２ａは、電池１１が挿脱自在に収納される。ロック部材１３は、電池収納
部１２ａに収納された電池１１の飛び出しを防止するための係止部材である。
【００１８】
　記録媒体収納部１４は、電池収納部１２ａに設けられた開口部の長手方向の長さよりも
短い開口部を有し、この開口部から、例えばＳＤカード等の小型の記録媒体が挿脱自在に
収納される。検知スイッチ１５は、電池蓋１０の開閉状態を検知するためのＯＮ／ＯＦＦ
スイッチである。
【００１９】
　記録媒体収納部１４の開口部とロック部材１３と検知スイッチ１５は、図２に示すよう
に、電池収納部１２ａの開口部の長辺に隣接する位置にあって、当該開口部の長辺方向の
範囲内に、列を成して配置される。
【００２０】
　検知スイッチ１５は、電池蓋１０の開閉軸、該開閉軸と係合する案内孔１２ｂを含むヒ
ンジ部の近傍に配置されている。一方、ロック部材１３は、該ヒンジ部から離れた位置に
配置されている。電池収納部１２ａの開口部の長辺に隣接する位置にあって、当該開口部
の長辺方向の範囲内に、記録媒体収納部１４の開口部とロック部材１３が配置される。ロ
ック部材１３を案内孔１２ｂの近傍に配置することで、ユーザがロック部材１３を操作す
る際に電池蓋１０が邪魔になってロック解除がし難いという問題を回避することができる
。
【００２１】
　図３は、図２の電池収納装置１２を含む周辺部の分解図である。
【００２２】
　図３において、電池蓋１０には、その長辺方向の端部に開閉軸１０ａが形成されている
。この開閉軸１０ａが電池収納装置１２の案内孔１２ｂにそれぞれ係合して電池蓋１０の
ヒンジ部を形成し、電池蓋１０が案内孔１２ｂに沿って移動及び回動が可能となる。
【００２３】
　電池収納装置１２には、電池収納部１２ａに収納された電池１１を挿脱する方向に付勢
する電池排出用バネ１７が不図示の爪で電池収納部１２ａ内に係止されている。電池収納
部１２ａの開口部には、ロック部材１３が取り付けられている。
【００２４】
　電気基板２０は、デジタルカメラ１の電気的機能を司る構成部品であり、電池収納部１
２ａに面した側に、記録媒体収納部１４と検知スイッチ１５が実装されている。ビス２４
は、電気基板２０を電池収納装置１２に固定するために、電気基板２０を介して電池収納
装置１２側の不図示のボスに締結される。
【００２５】
　メインシャーシ２１は、前カバー４、後カバー５を取り付けるための部材であり、ネジ
締結のためのバーリング部２１ａ，２１ｂを備える。そして、ビス２２がバーリング部２
１ａに締結され、ビス２３がバーリング部２１ｂに締結されることで、メインシャーシ２
１と電気基板２０が電池収納装置１２を挟持するように固定される。
【００２６】
　次に、電池収納装置１２の電池ロック機構の構成を図４を用いて説明する。
【００２７】
　図４は、電池収納装置１２の概略構成を示す分解立体図である。
【００２８】
　図４において、電池収納装置１２には、電池ロック機構として、ロック部材１３と、軸
２５と、摺動性が高い高分子材料（例えばＰＯＭ）から成る駆動部材２６と、圧縮コイル
バネ等から成る付勢部材２７とが組み込まれる。電池ロック機構が電池収納装置１２に組
み込まれるスペースには、駆動部材２６に係合し、当該駆動部材２６を電池１１の挿脱方
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向にのみ移動可能に制限する長孔１２ｅ，１２ｄが設けられたリブ１２ｆ，１２ｇが形成
されている。
【００２９】
　ロック部材１３には、電池１１の挿脱方向と直交する方向に孔１３ａが設けられ、電池
収納装置１２に組み込まれた際に駆動部材２６と当接するカム面１３ｂが設けられている
。軸２５は、リブ１２ｇにおける長孔１２ｄの下方に設けられた孔１２ｃと、ロック部材
１３の孔１３ａを貫通してリブ１２ｆに挿通されることで、ロック部材１３の回動軸とし
て機能する。リブ１２ｆ，１２ｇとロック部材１３の回動軸とが直交するような構造を有
する。
【００３０】
　駆動部材２６は、電池１１の挿脱方向と略平行に延びる円柱形状部と、電池１１の挿脱
方向に直交する方向に左右に延びる一対の爪２６ａ，２６ｂとを備える。駆動部材２６が
付勢部材２７に挿入された状態でリブ１２ｆとリブ１２ｇとの間に組み込まれた場合、爪
２６ａ，２６ｂがリブ側の長孔１２ｄ，１２ｅにガイドされ、駆動部材２６が長孔１２ｄ
，１２ｅに沿って（図示の上下に）移動可能に支持される。そして、付勢部材２７は、リ
ブ１２ｆ，１２ｇと駆動部材２６の爪２６ａ，２６ｂに当接し、駆動部材２６を電池１１
の挿脱方向に付勢する。このとき、駆動部材２６には、電池１１の排出方向への付勢力だ
けではなく、駆動部材２６の爪係合を脱落させる力が、ロック部材１３のカム面１３ａか
ら反力として作用する。つまり、長孔１２ｄ，１２ｅは、駆動部材２６の電池１１の挿脱
方向の案内だけではなく、駆動部材２６の電池収納装置１２からの脱落防止も兼ねている
。
【００３１】
　図５は、電池収納装置１２の電池ロック機構の部分断面図であり、（ａ）は電池１１が
ロック部材１３で係止されている状態、（ｂ）は電池１１が排出途中の状態、（ｃ）は電
池１１の排出後の状態を示す。
【００３２】
　図５（ａ）において、電池１１がロック部材１３で係止されている状態では、付勢部材
２７により駆動部材２６がロック部材１３の方向（図示の下方）へ付勢され、駆動部材２
６のカム面２６ｃ（カム部）とロック部材１３のカム面１３ｂが当接する。その結果、Ｓ
字状のロック部材１３が軸２５を中心に電池１１の排出を抑える方向（図示の時計回り方
向）に回動し、ロック部材１３の先端部１３ｃが電池１１を係止する。
【００３３】
　図５（ｂ）において、ユーザの操作によりロック部材１３の先端部１３ｃが図示の矢印
方向に押しやられると、電池排出用バネ１７により電池収納部１２ａから電池１１が排出
される。このとき、ロック部材１３のカム面１３ｂが駆動部材２６のカム面２６ｃを押し
上げるが、付勢部材２７によりロック部材１３を元の位置に戻すように反力が発生する。
【００３４】
　電池１１が電池収納部１２ａから排出された後、図５（ｃ）に示すように、ロック部材
１３の係止部１３ｃが電池収納装置１２に設けられたリブ１２ｇに当接することで、ロッ
ク部材１３の図示の時計回りの回動が停止する。
【００３５】
　上記実施形態によれば、上述したような電池ロック機構を構成することにより、電池蓋
１０のヒンジ部近傍のスペース及びデザイン性を確保しつつ、デジタルカメラ１の筐体の
薄型化や小型化を図ることができる。また、電池ロック機構を電池１１の挿脱方向に平行
に細長く構成することができ、厚さも記録媒体収納部１４と略同厚に薄型化できる。
【００３６】
　薄い記録媒体収納部１４を備える電子機器においては、該記録媒体収納部１４の近傍に
細長い空きスペースが出来易いので、該空きスペースに電池ロック機構を組み込むことで
スペース使用効率を向上することができる。また、電池蓋１０の近傍の占有スペースを少
なくすることができるので、電池蓋のヒンジ部近傍の角度の角張りを無くすことが出来る
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【００３７】
　なお、上記実施形態では、電子機器の一例としてデジタルカメラを用いて実施形態を説
明したが、本発明が適用される装置はこれに限定されず、携帯電話やＰＤＡ、電子辞書で
あってもよい。
【符号の説明】
【００３８】
１　デジタルカメラ
１０　電池蓋
１１　電池
１２　電池収納装置
１２ａ　電池収納部
１２ｄ，１２ｅ　案内孔
１３　ロック部材
１３ｂ，２６ｃ　カム面
１４　記録媒体収納部
２５　軸
２６　駆動部材
２７　付勢部材

【図１】

【図２】

【図３】
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